
開業後作った最初のHPに記載していました「徳野会計開業物語」。思い出して読んでみましたら、当時の想いがよみがえりまし

た。気持ち新たに頑張ります。https://www.ft-tax.com/topics/?cat=43 

 

お客様等にお集まりいただいて何らかのイベントを、と思っておりましたが昨年来のコロナ禍ですので残念ながら見送りです。次の

節目の際には改めて企画いたしますので、その時には皆様にお集まりいただきたいと思っております！ 

令 和 3 年 7 月 7 日 発 行 

◆ 開業20年 

◆ 所得拡大促進税制が適用しやすくなりました 

◆ 令和３年７月～ 税務署への書類提出は、所轄税務署からセンターに移行します 

 中小企業が適用対象となる所得拡大促進税制について改正がありました。 

 改正前の適用要件は、継続雇用者（当期・前期の各月全てに給与等の支給を 

受けた一定の国内雇用者）給与等支給額をベースに判定していましたが、 

改正後は、雇用者給与等支給額（給与等の支給額の総額）をベースに判定することとされました。 

 この改正により継続雇用者の抽出が不要となったことにより事務負担が軽減され、 

適用要件のハードルが下がったことになります。  

  

 改正後所得拡大促進税制の適用要件や税額控除限度額の概略は以下のとおりです。 

  適用要件：（申告事業年度の給与等総支給額－前期の給与等総支給額）/前期の給与等総支給額≧1.5％ 

  税額控除限度額：（申告事業年度の給与等総支給額－前期の給与等総支給額）×15％（※上限法人税額の20％） 

 

 改正後所得拡大促進税制は、2021年4月1日以後開始事業年度から適用となります。 

 詳細は弊社担当者までご相談下さい。 

 国税庁では効率化の観点から、内部事務について、各税務署での処理から事務処理センターでの集約処理に移行し

ています。この取り組みは令和元年７月～スタートしていまして、税務署からのお問い合わせが所轄税務署からではなく、

事務処理センターから連絡を受けることもしばしばあるようになってきました。 

 令和３年７月～は、申告書、届出・申請書等の郵送での提出先も各センターへに移行することになりました。電子申告は従

来通り各税務署へ提出することになっており、弊社に電子申告を依頼されているお客様については、弊社から各税務署へ申告

を行いますので特に変わりはありません。納税証明書の交付は従来通り所轄税務署です。 

 ご自身でお手続きをされる場合は、提出先にご注意ください。 

〒530-0054 

大阪市北区南森町1-4-19 
    サウスホレストビル9階 

t e l : 06-6809-2205 
fax : 06-6809-2206 

URL: httpｓ://www.ft-tax.com/ 
m a i l  :  i n f o @ f t - t a x . c o m 

7月15日で開業20年となります。独立前に勤務していた石橋会計事務所の石橋先生、お客様の皆様、提

携・協力先の方々のご支援、そして弊社スタッフのみんなや家族の支援や理解があってこそ、なんとか継続して

これました。本当にありがとうございます。 

31歳での開業は業界では最若手でした。20年経過して、子供に背は抜かれ、目はかすみ、飲む薬の種類は

増え・・ずいぶんくたびれて参りました。それでも、業界平均年齢は65歳程度と言われてますのでまだまだ「若い

方」です。この20年で環境は大きく変化し、その都度対応してきましたがこれからも変化は続きます。 

今後も皆様のご商売のご繁栄の一助となれるよう精進して参ります。 

大谷君の活躍、毎日

楽しみです。 
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開始日 令和3年7月12日 



※その他、8月と10月に平日⇔祝日の変更があります 

 

オリンピックの開会式がいよいよ近づいてきましたね。 

 

個人的な思いとしては、医療従事者や高齢者からの 

ワクチン接種がようやく始まったとはいえ、まだまだウイルスが 

猛威をふるい続ける中での開催は些かの不安があります・・ 

 

ところで、オリンピックの開催に合わせて 

2021年の祝日（海の日・スポーツの日・山の日）が移動されています。 

 

ところがこの移動、正式に発表されたのが 

2020年12月21日と年末ギリギリで 

年明け前後に購入したカレンダーや手帳では 

祝日の移動が反映されていない可能性が高いです。 

 

お手元のカレンダー・手帳を確認の上、 

予定・計画の際はご注意ください。 

特に７月、 

給与が 『20日締／25日支払』 の会社さまは要注意です。 

通常通りの支給となると、支給日が 21日 となり 

非常にタイトなスケジュールとなります。 

事前にご確認・ご相談ください。 

◆ 祝日変更にご注意！お手元のカレンダー・手帳を確認ください 

◆ 費用対効果バツグン！『デュアルモニター』のススメ 

◆ スタッフより 

◆ 税務スケジュール(7月) 

7月12日(月) 

・社会保険 算定基礎届の提出 

・労働保険 年度更新 

・6月分 源泉所得税・住民税特別徴収分の納付 

・1月から6月分 源泉所得税の納付(納期の特例分) 

 

7月15日(木) 

・所得税の予定納税額の減額申請 

「なるべくお金をかけず、業務効率を上げることは出来ないか・・」 

とお悩みの方へ。 

『デュアルモニター』 の導入を検討されてみてはいかがでしょうか？ 

 

■ 『デュアルモニター』 とは？ 

1台のPCで2台のディスプレイを使用します。 

２つの画面の間はマウスで自由に行き来でき、作業スペースが２倍になります。 

弊社では全スタッフに採用しています。（↓こんな感じです） 

 

 

 

 

 

 

 

 
              ＜事務所スタイル＞                                    ＜テレワークスタイル＞ 

■ 『デュアルモニター』 の、ココが凄い！ 
 

① 作業効率が超アップ 

  …普段料理をされる方なら、 「キッチン作業台の広さが２倍になる」 

      と考えて頂くと、その効果の大きさが理解できると思います。 
 

② 導入が簡単 

  …スペースさえあれば、今使っているPCに対応コードで繋ぐだけで 

     使うことが出来ます。Windowsなら、設定もカンタンです。 
 

③ 費用対効果が高い 

  …PC本体と比べると安価で、内部スペックにもほぼ左右されません。 

 

■ 『デュアルモニター』 の注意点 

PC本体とモニターを繋ぐケーブルの端子には、いくつか種類があります。 

機器によって対応する端子は違うので、必ず端子の形状を確認ください。 

 

主なものとして、 

『DVI端子』 『VGA端子』 『HDMI端子』 『DisplayPort端子』 等があります。 

◆ クイズ 
はじめまして。 

私、3月15日に入社しました稲葉（イナバ）と申します。 

自己紹介をさせて頂きますと前職は信用調査会社に勤務して

おり、税理士の科目は3科目取得、今は夜間の大学院に通い

ながら税理士を目指しております。 

趣味は、野球観戦とお酒を飲むことです。 

会計事務所に勤務することははじめてですので、皆様にご迷惑

をおかけすることもあると思いますが、少しでも早くお客様のお力

になれるよう精進していきます。 

与信管理や企業の格付け等でお悩みでしたら

ご相談いただければ、お力添え

できる部分もあると思います。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

テレワークからのクイズです。 

A社は、テレワークを導入することにしました。 

社員が快適に仕事ができるように、社員のBさんに空気清浄機

を購入しました。 

ただし、テレワーク終了後は会社に返却してもらうことになってい

ます。 

■問題 

この場合、従業員の給与として課税する必要はあるでしょうか。 

 

 

（答え）ありません。 

 ※貸与の場合は課税する必要はありせんが、物品などを   

   支給した場合、現物給与となり課税する必要があります。 

喜多 

稲葉 岩佐 

大熊 

大熊 

8月2日(月) 

・6月分 社会保険料の納付 

・5月決算法人 法人税・消費税の確定申告と納税 

・11月決算法人 法人税・消費税の予定申告と納税 

・8月・11月・2月決算法人 ３ヶ月ごとの消費税の中間申告 

・所得税の予定納税 第１期分 


